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ケアプランをつくる

居宅介護支援

事業所名 電話番号
市外局番０２３５

所在地

協立ケアプランセンターふたば ２８－１７１７ 鶴岡市双葉町１３－４５

協立ケアプランセンターわかば ２６－２５５０ 鶴岡市双葉町１３－４５

居宅介護支援センターなえづ ２５－９２７５ 鶴岡市ほなみ町３－１

鶴岡地区医師会ケアプランセンターふきのとう ２９－１２５５ 鶴岡市馬場町１－３４

ケアプランセンターひだまり ※ ２２－６５１１ 鶴岡市北茅原町５－１０

健楽園居宅介護支援センターみはら ２５－３０４７ 鶴岡市美原町３－７

ひまわり居宅介護支援事業所 ※ ２５－５１４５ 鶴岡市稲生一丁目３－５

永寿荘居宅介護支援センター ※ ２６－８３１１ 鶴岡市宝田二丁目７－２９

居宅介護支援センターふれあい ２９－６１２９ 鶴岡市西新斎町１４－２６

ニチイケアセンター鶴岡みさき ２９－０３０５ 鶴岡市美咲町７－１６

介護老人保健施設かけはし ２５－１０４０ 鶴岡市民田字代家田１００－１

ケアプランセンター大地 ２４－４４２６ 鶴岡市藤沢字石渡１５－１３

鶴岡市農業協同組合福祉サービス ２５－４３４５ 鶴岡市青龍寺字村下３４－１

居宅介護支援センターとようら ３８－８１５０ 鶴岡市三瀬字菖蒲田６７－１

しおん荘居宅介護支援事業所 ※ ７６－３７６０ 鶴岡市湯野浜一丁目１９－２８

居宅介護支援センターおおやま ３３－０２０２ 鶴岡市大山三丁目３４－１

里くみ居宅介護支援事業所 090-2004-3093 鶴岡市田川字八幡２１２

銀座夢ハウスケアプランステーション ※ ６４－８８０１ 鶴岡市本町一丁目５－６

指定居宅介護支援事業所　澄花 ６４－１６６９ 鶴岡市友江字川向６１－８

居宅介護支援事業所いつき ２６－１０３５ 鶴岡市勝福寺字下川田２３６－１

指定居宅介護支援センターふじの花荘 ６４－５８８３ 鶴岡市藤の花一丁目１８－１

庄内たがわ農業協同組合 ３３－８１６５ 鶴岡市長沼字宮前２３－１

瑞穂の郷　ケアプランセンター ２９－１０２５ 鶴岡市羽黒町細谷字北田１２８－１

支援センターかみじ荘 ※ ６２－２０２６ 鶴岡市羽黒町手向字薬師沢１９８－３

居宅介護支援センターくしびき ７８－７４５０ 鶴岡市上山添字成田２１－９

居宅介護支援センターであい ５８－１０６２ 鶴岡市熊出字東村１５７－２

支援センター温寿荘 ４３－２１８２ 鶴岡市槇代丁５３－１

櫛引区域

朝日区域

温海区域

【要介護１～５】 介護支援専門員（ケアマネジャー）が、あなたやあなたのご家族の要望を聞きながら、
                      どのような介護サービスを利用すればよいか考え（ケアプランの作成）、利用の調整を
　　　　　　　　　　　　　 します。
【要支援１・２】 地域包括支援センターから委託を受けた場合、ケアプランを作成します。
　　　　　　　　　　　　　（※印の事業所は地域包括支援センターを通さずケアプランを作成することができます。）

　◇費用の自己負担はありません（全額介護保険で負担します）。

鶴岡区域

藤島区域

羽黒区域
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自宅を訪問するサービス

身体介護（３０分以上１時間未満）

生活援助（２０分以上４５分未満）

通院等のための乗・降車介助（1回あたり）

標準的なサービス

標準的なサービス

標準的なサービス

鶴岡地域福祉事業所ヘルパーステーション海老島 ２８－１７６０ 鶴岡市大西町３－３５デイサービスみどり内

ヘルパーステーションぬくもり ２８－１５８８ 鶴岡市日枝字海老島３６－４

ヘルパーセンターアライブ ３３－８８２６ 鶴岡市昭和町７－１６

すずらん・ケア（有） ２４－７５５７ 鶴岡市日出一丁目３－３１

鶴岡市社会福祉協議会訪問介護事業所 ６４－０３０１ 鶴岡市西新斎町１４－２６

鶴岡市社会福祉協議会訪問介護事業所なえづサテライト ２５－９２６５ 鶴岡市ほなみ町３－１

ニチイケアセンター鶴岡 ２９－６８８９ 鶴岡市若葉町２３－３８

のぞみの園訪問介護サービス ２５－５０５５ 鶴岡市北茅原町５－１０

健楽園ホームヘルパーセンター ２５－３０４７ 鶴岡市美原町３－７

訪問介護　ひまわり ２５－５１４５ 鶴岡市稲生一丁目３－５

ホームヘルパーセンターともえ ３５－０９１３ 鶴岡市北茅原町１７－１

鶴岡市社会福祉協議会訪問介護事業所ふれあいサテライト ６４－０３１５ 鶴岡市西新斎町１４－２６

ニチイケアセンター鶴岡みさき ２９－０３０５ 鶴岡市美咲町７－１６

鶴岡市社会福祉協議会訪問介護事業所とようらサテライト ３８－８１５５ 鶴岡市三瀬字菖蒲田６７－１

ホームヘルパーセンターしおん 2６－7627 鶴岡市馬町字枇杷川原２３

鶴岡市社会福祉協議会訪問介護事業所おおやまサテライト ３８－０２５５ 鶴岡市大山三丁目３４－１

ヘルパーステーションそよ風の森 ６８－５８６０ 鶴岡市下川字龍花崎４１－１０３５

在宅支援サービス　澄花 ３５－１６６７ 鶴岡市大山字堤下２－３１

ニチイケアセンター宝田 ３３－８５２７ 鶴岡市宝田三丁目１０番４５号

ニチイケアセンター桜新町 ２８－１８１０ 鶴岡市桜新町１２－１２

みつたま訪問介護事業所 ２３－７２０８ 鶴岡市大西町１９番１４号

ヘルパーステーション奏 ３３－８５７１ 鶴岡市藤沢字石渡１５－１２

訪問介護（ホームヘルプ)/訪問型サービス（介護予防・日常生活支援総合事業）

【事業対象者、要支援１・２】 訪問介護員（ホームヘルパー）が家庭を訪問し、介護予防を目的とした日常
                                      生活の介護や家事の援助をします。

◇生活援助利用者の料金のめやす（１回につき）

２,２００円

２,８７０円

　※利用者負担は原則としてサービス費用の１～３割です。これに各種加算があります。
　　  また、施設や利用時間、利用サービスなどによって費用の違いがあります。

事業所名

事業所名 電話番号
市外局番０２３５

所在地

鶴岡区域

【要介護１～５】 訪問介護員（ホームヘルパー）が家庭を訪問し、日常生活の介護や家事の援助をします。

◇料金のめやす（１回につき）

◇従前の訪問介護相当利用者の料金のめやす（１回につき）

３,８７０円

１,７９０円

９７０円

◇サービスＡ利用者の料金のめやす（１回につき）

２,２００円

電話番号
市外局番０２３５

所在地
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庄内たがわ農業協同組合 ３３－８１６５ 鶴岡市長沼字宮前２３－１

ケアリッツ ３３－８８５５ 鶴岡市羽黒町川代字八森２３８

瑞穂の郷　訪問介護ステーション ２９－１０２５ 鶴岡市羽黒町細谷字北田１２８－１

ホームヘルパーかみじ荘 ６２－２００７ 鶴岡市羽黒町手向字薬師沢１９８－３

鶴岡市社会福祉協議会訪問介護事業所くしびきサテライト ５７－５０８０ 鶴岡市上山添字成田２１－９

訪問介護きんもくせい 26-0267 鶴岡市上山添字神明前３１０

ヘルパーステーションあさひ ５８－１５１０ 鶴岡市熊出字日鑓３１ー３

ホームヘルプ温寿荘 ４３－２１８２ 鶴岡市槇代丁５３－１

鶴岡市社会福祉協議会訪問介護事業所あつみサテライト ４３－３２６６ 鶴岡市湯温海字湯之尻５２１－１２

自宅を訪問するサービス

訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護

◇料金のめやす

１回につき

◇料金のめやす

１回につき

鶴岡地区医師会在宅サービスセンター ２８－１５８４ 鶴岡市馬場町１－３４

アースサポート鶴岡 ２３－７４００ 鶴岡市末広町２９－９

山形虹の会訪問入浴サービス ２５－１１３１ 鶴岡市民田字代家田１００－１

【要介護１～５】 移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴の介助を行います。

事業所名 所在地

　※利用者負担は原則としてサービス費用の１～３割です。これに各種加算があります。
     また、施設や利用時間、利用サービスなどによって費用の違いがあります。

１２,６６０円

８,５６０円

電話番号
市外局番０２３５

事業所名

藤島区域

羽黒区域

【要支援１・２】 移動入浴車などで家庭を訪問し、介護予防を目的とした入浴の介助を行います。

櫛引区域

朝日区域

電話番号
市外局番０２３５

所在地

温海区域

鶴岡区域

5/24



自宅を訪問するサービス

訪問看護/介護予防訪問看護

◇料金のめやす（１回につき）

訪問看護ステーションの場合（３０分未満）

病院又は診療所の場合（３０分未満）

◇料金のめやす（１回につき）

訪問看護ステーションの場合（３０分未満）

病院又は診療所の場合（３０分未満）

事業所名　（訪問看護ステーション） 電話番号
市外局番０２３５

所在地

訪問看護ステーションきずな ２５－８８８０ 鶴岡市日枝字海老島１５９－１

訪問看護ステーション庄内 ３３－８９５０ 鶴岡市ほなみ町２－８

訪問看護ステーションハローナース ２５－３０５５ 鶴岡市馬場町１－３４

リハビリ訪問看護ステーションみどり ２５－３０５０ 鶴岡市みどり町６－４１－１

訪問看護ステーション　タカラ ２９－２１３４ 鶴岡市切添町５－８

訪問看護ステーション　とるて ６４－８７８５ 鶴岡市みどり町２１－２９

いのちの華　訪問看護ステーション ２５－３２０３ 鶴岡市城北町１－２６

訪問看護ステーションやまごや 29－2117 鶴岡市末広町5－22－201号（マリカ西館2Ｆ）Ａー3

訪問看護ステーション奏 33-8571 鶴岡市藤沢字石渡15-16

合同会社在宅ケアサービスえーる 26-0845 鶴岡市湯田川乙１０7-3

自宅を訪問するサービス

訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション

　１回につき

　１回につき

事業所名 電話番号
市外局番０２３５

所在地

サテライト老健のぞみ ２４－７７２４ 鶴岡市日枝字小真木原１１６－８

サテライト老健ちわら ２５－５０００ 鶴岡市北茅原町５－１０

老人保健施設のぞみの園 ２５－８２５５ 鶴岡市茅原町２６－２３

訪問リハビリテーションいでは ６２－３７８９ 鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰４２－４

鶴岡協立リハビリテーション病院 ７８－７５１１ 鶴岡市上山添字神明前３８

【要介護１～５】 看護師や保健師等が家庭を訪問し､療養の世話や必要な診療の補助などを行います｡
                       対象者は、主治医が訪問看護を必要とすると認めた要介護者です。

鶴岡区域

【要支援１・２】 看護師や保健師等が家庭を訪問し、介護予防を目的とした療養の世話や必要な診療の
                      補助などを行います。対象者は、主治医が訪問看護を必要とすると認めた要支援者です。

【要介護１～５】 理学療法士等が家庭を訪問し、心身の機能維持・回復のために必要なリハビリテーション
                     を行います。対象者は、主治医が訪問リハビリテーションを必要とすると認めた要介護者です。

　◇料金のめやす

４,７１０円

３,９９０円

４,５１０円

３,８２０円

櫛引区域

羽黒区域

　※利用者負担は原則としてサービス費用の１～３割です。これに各種加算があります。
　　　また、施設や利用時間、利用サービスなどによって費用の違いがあります。

３,０８０円

２,９８０円

【要支援１・２】 理学療法士等が家庭を訪問し､介護予防を目的とした心身の機能維持・回復のために
　　　　　　　　　　　　　必要なリハビリテーションを行います｡対象者は､主治医が訪問リハビリテーションを必要
　　　　　　　　　　　　　とすると認めた要支援者です｡

　◇料金のめやす

鶴岡区域

　※利用者負担は原則としてサービス費用の１～３割です。これに各種加算があります。
　　 また、施設や利用時間、利用サービスなどによって費用の違いがあります。
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日帰りで施設を利用するサービス

通所介護（デイサービス）/通所型サービス（介護予防・日常生活支援総合事業）

事業対象者、要支援１　（１月につき４回まで）

事業対象者、要支援２　（１月につき８回まで）

事業対象者、要支援１　（１月につき４回まで）

事業対象者、要支援２　（１月につき８回まで）

６４－８９７８ 鶴岡市大東町３－１７

２４－５６２８ 鶴岡市日枝字海老島３６－４

２５－９２５５ 鶴岡市ほなみ町３－１

２９－６８８９ 鶴岡市若葉町２３－３８

２５－６１１１ 鶴岡市茅原町２８－１０

２９－８２０３ 鶴岡市小真木原町１０－１７

２５－２８８１ 鶴岡市美原町４－４０

６４－０６０４ 鶴岡市稲生一丁目３－４５

(株)福祉のひろば　いなおい ２３－３２０５ 鶴岡市稲生二丁目３９－４

２４－９３７０ 鶴岡市柳田字田中３０－１

デイサービスセンターみどり 26-8812 鶴岡市大西町３－３５

２９－０３７０ 鶴岡市西新斎町１４－２６

２９－０３０５ 鶴岡市美咲町７－１６

２９－７７２５ 鶴岡市青龍寺字村下３４－１

３３－８５７１ 鶴岡市藤沢字石渡１５－１３

３５－３８８０ 鶴岡市西目１２３－８

３８－８１５５ 鶴岡市三瀬字菖蒲田６７－１

３８－０２５５ 鶴岡市大山三丁目３４－１

３３－０８３３ 鶴岡市友江町２３－１４

永寿荘デイサービスセンター

デイサービスセンターなえづ

デイサービスセンターたかだて

デイサービスセンターおおやま

鶴岡区域
デイサービスぽぽろ

デイサービスきらり

あかり

ニチイケアセンター鶴岡

デイサービスセンター西目

ニチイケアセンター鶴岡みさき

デイサービスセンターふれあい

オープンハウス奏

デイサービスセンターとようら

ＪＡ鶴岡げんき館デイサービスセンター

デイサービス　すずらん・ケア

デイサービスひまわりいいずん

デイサービスセンター健楽園

【要介護１～５】 デイサービスセンター等に通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーション等
                       のサービスを利用します。

【事業対象者、要支援１・２】 デイサービスセンター等に通い、介護予防を目的とした食事、入浴の提供や、
                                        日常動作訓練、レクリエーション等のサービスを利用します。

４,３６０円

４,４７０円

事業所名

◇サービスＡ（１回２時間程度）利用者負担のめやす（１回につき）

◇料金のめやす（１回につき）

５，８４０円～１０，０８０円通常規模型で利用時間　６～７時間の場合

◇従前の通所介護相当（１日５時間程度）利用者負担のめやす（１回につき）

３,４９０円

所在地

３,５８０円

　※利用者負担は原則としてサービス費用の１～３割です。これに各種加算があります。
　　  また、施設や利用時間、利用サービスなどによって費用の違いがあります。
　※この他、実費負担として食事代、おむつ代などがあります。

電話番号
市外局番０２３５
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日帰りで施設を利用するサービス （つづき）

通所介護（デイサービス）/通所型サービス（介護予防・日常生活支援総合事業）

６８－５８６０ 鶴岡市下川字龍花崎４１－１０３５

７６－２１７０ 鶴岡市下川字龍花崎４１－１０３９

６４－０３０２ 鶴岡市稲生一丁目４－５３

６４－０４７１ 鶴岡市田川字八幡212番地

２９－２３０３ 鶴岡市日和田町１９－１

６４－８２４４ 鶴岡市民田字十二前１９６

６４－８８００ 鶴岡市本町一丁目５－６

６４－１６６５ 鶴岡市友江字川向６１－８

２５－８２５５ 鶴岡市茅原町２６－２３

26-8910

６４－６０４２ 鶴岡市藤島字笹花４８－１２

６４－５８８０ 鶴岡市藤の花一丁目１８－１

33－8165 鶴岡市長沼字宮前２３－１

２９－１０２５ 鶴岡市羽黒町細谷字北田１２８－１

６２－２００７ 鶴岡市羽黒町手向字薬師沢１９８－３

５７－５０８０ 鶴岡市上山添字成田２１－９

５３－２８５０ 鶴岡市熊出字東村１５７－２

５８－１５１０ 鶴岡市熊出字日鑓３１－３，３５

４３－２１７３ 鶴岡市槇代丁５３－１

0234-91-1233 酒田市広野字末広１０２ー１

デイサービスみんなの家

デイホームそよ風の森デイサービス

事業所名

デイサービスひまわりアプラ

鶴岡区域　（つづき）

銀座夢ハウスデイサービスステーション

デイサービスはなの里

リラクゼーション型デイサービスふらっと

デイサービスセンター澄花

デイサービスセンターキャット藤島

藤島区域

指定通所介護事業所「デイサービスセンターであい」

瑞穂の郷　デイサービスセンター本館

デイサービス　えがお・デ・あいと

老人保健施設のぞみの園

櫛引区域

朝日区域

デイサービスセンターくしびき

指定通所デイサービスセンターふじの花荘

デイサービスセンターそよ風の森

デイサービスかみじ荘

羽黒区域

電話番号　　市外

局番０２３５
所在地

温海区域

古民家かふぇ　はなだま

デイサービス温寿荘

デイサービスあさひ

鶴岡市斎藤川原字林俣234-28 フレンドリーなでしこ１階

介護予防センターさくら広野

酒田市
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日帰りで施設を利用するサービス

通所リハビリテーション（デイケア）/介護予防通所リハビリテーション

要支援１

要支援２

電話番号
市外局番０２３５

所在地

２３－６０６０ 鶴岡市文園町９－３４

２４－７７２４ 鶴岡市日枝字小真木原１１６－８

２５－８２５５ 鶴岡市茅原町２６－２３

２５－５０００ 鶴岡市北茅原町５－１０

２５－１１３１ 鶴岡市民田字代家田１００－１

３８－５１５１ 鶴岡市湯田川字中田３５－１０

７８－０９５１ 鶴岡市羽黒町後田字谷地田１９１－４

７８－７５１１ 鶴岡市上山添字神明前３８

鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院

鶴岡協立リハビリテーション病院

羽黒区域

介護老人保健施設かけはし

介護老人保健施設みずばしょう

櫛引区域

庄内医療生活協同組合鶴岡協立病院

事業所名

老人保健施設のぞみの園

【要介護１～５】 老人保健施設や病院等の施設に通い、理学療法士等によるリハビリテーション等の
　　　　　　　　　　　　　 サービスを利用します。対象者は、主治医がリハビリテーションを必要とすると認めた
                       要介護者です。

◇料金のめやす（１回につき）

【要支援１･２】 老人保健施設や病院等の施設に通い、介護予防を目的とした理学療法士等による
　　　　              リハビリテーション等のサービスを利用します。対象者は、主治医がリハビリテーション
                    を必要とすると認めた要支援者です。

◇料金のめやす（１月につき）

７，１５０円～１２，９００円

　※利用者負担は原則としてサービス費用の１～３割です。これに各種加算があります。
　　 また、施設や利用時間、利用サービスなどによって費用の違いがあります。
　※この他、実費負担として食事代、おむつ代などがあります。

通常規模型で利用時間　６～７時間の場合

２２,６８０円

４２,２８０円

鶴岡区域

サテライト老健のぞみ

サテライト老健ちわら
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施設に短期間入所するサービス

短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護
（福祉施設のショートステイ）

電話番号
市外局番０２３５

鶴岡区域
協立ショートステイセンターふたば ２９－１０５６ 鶴岡市日枝字海老島６４

永寿荘ショートステイセンター ２５－６１１１ 鶴岡市茅原町２８－１０

池幸園ショートステイ ３３－８１０６ 鶴岡市陽光町９－２０

２５－２８８１ 鶴岡市美原町４－４０

ショートステイかけはし ２５－１１３１ 鶴岡市民田字代家田１００－１

ショートステイかけはし２号館 ２５－１１３１ 鶴岡市民田字代家田９９－１

短期入所生活介護事業所めぐみの郷しらやま ６４－１１７１ 鶴岡市白山字西木村１０１番地１

しおん荘ショートステイセンター ７６－３７３５ 鶴岡市湯野浜一丁目１７－３５

短期入所センターおおやま ３８－０２５０ 鶴岡市大山三丁目３４－１

藤島区域
指定短期入所生活介護サービスセンターふじの花荘 ６４－５８８０ 鶴岡市藤の花一丁目１８－１

羽黒区域
ショートステイかみじ荘 ６２－２２３３ 鶴岡市羽黒町手向字薬師沢１９８－３

櫛引区域
桃寿荘指定短期入所生活介護事業所 ５７－３２２２ 鶴岡市たらのき代桃平１２３

朝日区域
指定短期入所生活介護事業所「かたくり荘」 ５３－２３００ 鶴岡市熊出字東村１５７－２

温海区域
ショートステイ温寿荘 ４３－２３５１ 鶴岡市槇代丁５３－１

【要介護１～５】 特別養護老人ホ-ム等に短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練を受けます。

◇料金のめやす（１日につき）

◇料金のめやす（１日につき）

（６，０３０円～１０，２８０円＋特別な介助費用）＋食費＋滞在費＋日常生活費等

池幸園ショートステイみはら（空床型）

【要支援１・２】 特別養護老人ホ-ム等に短期間入所し、介護予防を目的とした日常生活の介護や機能訓練を
                      受けます。

（４，５１０円～６，８１０円　＋特別な介助費用）＋食費＋滞在費＋日常生活費等

※利用者負担は原則としてサービス費用の１～３割です。これに各種加算があります。
　 また、施設や要介護度、利用サービスなどによって費用の違いがあります。

   ○食費及び居住費を軽減する制度　－　介護保険負担限度額認定
　　・施設サービス（ショートステイを含む）を利用する場合、利用者負担額（１割、２割又は３割負担）と合わせて、食費
　　　及び居住費を負担する必要があります。
　　・この軽減制度は、世帯員全員が市民税非課税であること、世帯分離している場合も含めて配偶者が市民税非課
　　　税であること、本人と配偶者の預貯金の合計額が下表の「預貯金等の資産状況」に当てはまる場合、利用者の所
　　　得に応じて、下表の自己負担の限度額（利用者負担区分）を設け、施設との契約で決められている食費及び居住
　　　費の額から限度額を差し引いた額を、介護保険から支給するものです。
　　・「介護保険負担限度額認定申請」を行い、認定後に食費及び居住費の軽減を受けることができます。

事業所名 所在地
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施設に短期間入所するサービス

短期入所療養介護/介護予防短期入所療養介護
（医療施設等のショートステイ）

事業所名 電話番号
市外局番０２３５

鶴岡区域
介護老人保健施設ケアホームみやはら ２８－２０６１ 鶴岡市三和町１－５３

介護療養型老人保健施設せせらぎ ２８－２１６０ 鶴岡市文園町９－３４

サテライト老健のぞみ ２４－７７２４ 鶴岡市日枝字小真木原１１６－８

老人保健施設のぞみの園 ２５－８２５５ 鶴岡市茅原町２６－２３

サテライト老健ちわら ２５－５０００ 鶴岡市北茅原町５－１０

介護老人保健施設かけはし ２５－１１３１ 鶴岡市民田字代家田１００－１

羽黒区域
介護老人保健施設みずばしょう ７８－０９５１ 鶴岡市羽黒町後田字谷地田１９１－４

有料老人ホーム等に入居して受けるサービス

特定施設入居者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護

事業所名 電話番号
市外局番０２３５

鶴岡区域
アメニティハウスひまわり ２５－５１４５ 鶴岡市稲生一丁目３－５

シニアタウン山王フジックス ２９－００３０ 鶴岡市山王町１４－２３

所在地

【要介護１～５】 老人保健施設等に短期間入所し、日常生活の介護や看護、機能訓練を受けます。

（７，２３０円～１４，２１０円＋特別な介助費用）＋食費＋滞在費＋日常生活費等

【要支援１・２】 老人保健施設等に短期間入所し、介護予防を目的とした日常生活の介護や看護、機能訓練
                     を受けます。

（４，９７０円～８，４６０円　＋特別な介助費用）＋食費＋滞在費＋日常生活費等

※この他、送迎を利用した場合の負担（片道１８４円）や食費、滞在費、日用品費等があります。

※利用者負担は原則としてサービス費用の１～３割です。これに各種加算があります。
　  また、施設や要介護度、利用サービスによって費用の違いがあります。

要支援１　：　１，８３０円　　・　　要支援２　：　３，１３０円

【要介護１～５】有料老人ホーム等に入居している高齢者の方が、日常生活上の支援や介護の提供を受けます。

【要支援１・２】有料老人ホーム等に入居している高齢者の方が、介護予防を目的とした日常生活上の支援や
　　　　　　　　　　　　介護の提供を受けます。

所在地

　※利用者負担は原則としてサービス費用の１～３割です。これに各種加算があります。
　　  また、施設や利用時間、利用サービスなどによって費用の違いがあります。
　※この他、実費負担として入居費用・食費、おむつ代等があります。

◇料金のめやす（１日につき）

◇料金のめやす（１日につき）

５，４２０円～８，１３０円
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地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

◇利用者負担のめやす　（１月につき）

電話番号
市外局番０２３５

２５－５０５５ 鶴岡市北茅原町５－１０

２９－２１３４

２９－１０２５

３５－１６６７

『定期巡回・随時対応型訪問介護看護イメージ』

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 澄花 鶴岡市大山字堤下２－３１

【要介護１～５】 訪問介護員（ホームヘルパー）等が、定期的に巡回又は随時通報により家庭を
　　　　　　　　　　　　　訪問し、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の世話や療養上の世話または
　　　　　　　　　　　　　必要な診療の補助を行います。

　訪問看護サービスを行わない場合

　訪問看護サービスを行う場合

定期巡回事業所タカラ 鶴岡市切添町５－８

事業所名 所在地

瑞穂の郷　２４時間巡回型訪問介護 鶴岡市羽黒町細谷字北田１２８－１

鶴岡区域
定期巡回・随時対応型訪問介護看護安らぎケアちわら

５４，４６０円～２４６，９２０円

７９，４６０円～２８２，９８０円

　※利用者負担は原則としてサービス費用の１～３割です。これに各種加算があります。

通報
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地域密着型サービス

認知症対応型通所介護
/介護予防認知症対応型通所介護（認知症対応型デイサービス）

◇料金のめやす　（６～７時間の場合、１回につき）

単独型　 ８，８００円～１２，５６０円 併設型 ７，９００円～１１，２７０円 共用型　 ４，５７０円～５，２２０円

◇料金のめやす　（６～７時間の場合、１回につき）

単独型 ７，６００円～８，５１０円 併設型 ６，８４０円～７，６２０円 共用型　 ４，２４０円～４，４７０円

電話番号
市外局番０２３５

２５－９２５５ 鶴岡市ほなみ町３－１

２５－５５０２ 鶴岡市茅原町２７－１

２９－０３７０ 鶴岡市西新斎町１４－２６

２５－５６１３ 鶴岡市斎藤川原字間々下35

２６－０５５８

６４－１３０３ 鶴岡市神明町１５－１５

３３－０８３３ 鶴岡市友江町２３－１４

６２－４３３１ 鶴岡市羽黒町赤川字熊坂４７－３

６２－４８８１ 鶴岡市羽黒町三ツ橋字向田４６－３

７８－７３３５ 鶴岡市下山添字中通４０－１

７８－７９００ 鶴岡市常盤木字関口１０３－３

指定通所介護事業所「デイサービスセンターであい」 ５３－２８５０ 鶴岡市熊出字東村１５７－２

５３－３９００ 鶴岡市熊出字東村１５７－２

【要介護１～５】 認知症の方がグループホームやデイサービスセンター等に通い、食事、入浴等の介護や、
　　　　　　　　　　　　　 日常動作訓練、レクリエーション等のサービスを利用します。

※利用者負担は原則としてサービス費用の１～３割です。これに各種加算があります。
　  また、施設や利用時間、利用サービスなどによって費用の違いがあります。
※この他、実費負担として食事代、おむつ代などがあります。

【要支援１・２】 認知症の方がグループホームやデイサービスセンター等に通い、介護予防を目的とした
　　　　　　　　　　　　　 食事、入浴等の介護や、日常動作訓練、レクリエーション等のサービスを利用します。

所在地

鶴岡区域

事業所名

デイサービスセンターふれあい

グループホームひだまりの家

グループホームなでしこ

デイサービスセンターなえづ

グループホームなな草 鶴岡市外内島字石名田８２－２３

デイサービスセンターたかだて

グループホームなずな

櫛引区域

朝日区域

デイサービス　「いろ花」

羽黒区域

グループホームなごみ２号館

認知症高齢者グループホームなごみ

グループホームかたくり荘

グループホーム「ママ家」
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地域密着型サービス

/介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

電話番号
市外局番０２３５

所在地

２６－０５５８ 鶴岡市外内島字石名田８２－２３

２５－５５０２ 鶴岡市茅原町２７－１

２３－５８５８ 鶴岡市西茅原町２１－１６

２５－５１４５ 鶴岡市稲生一丁目３－５

２５－５６１３ 鶴岡市斎藤川原字間々下３５

２５－１１３１ 鶴岡市民田字代家田１００－１

２５－１１３１ 鶴岡市民田字船附１９３

６４－０１２２ 鶴岡市三瀬字菖蒲田６４－２

６４－１３０３ 鶴岡市神明町１５－１５

２８－１０２５ 鶴岡市日枝字鳥居上３８－１

３３－８９３１ 鶴岡市日枝字海老島６３－５

ＪＡ鶴岡グループホーム愛あい館 64-0605 鶴岡市大山字中道92-2

６４－６０４２ 鶴岡市藤島字笹花４８－１２

６４－５８８０ 鶴岡市藤の花一丁目１８－１

グループホーム「和心」ふじ荘 ７８－２６２０ 鶴岡市八色木字西野３３５－１

３３－８９２０ 鶴岡市八色木字西野３３５－５

２６－０１２０ 鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰４２－１

６２－４３３１ 鶴岡市羽黒町赤川字熊坂４７－３

グループホームなごみ２号館 ６２－４８８１ 鶴岡市羽黒町三ツ橋字向田４６－３

５７－５０５０ 鶴岡市中田字追分１６２－２

７８－７９００ 鶴岡市常盤木字関口１０３－３

７８－７３３８ 鶴岡市下山添中通３９－１

５７－５２００ 鶴岡市下山添字茶屋川原７５

５３－３９００ 鶴岡市熊出字東村１５７－２

４８－４５５５ 鶴岡市鼠ヶ関字横路９－３

６８－１７５０ 三川町大字猪子字大堰端３３６

６８－１７５０ 三川町大字猪子字下堀田２３０－１

グループホーム「ママ家」

グループホームいろ花の里

認知症高齢者グループホームなごみ

グループホームかけはし

グループホーム「コスモス」

あった家きゃっと

藤島区域

グループホームなずな

グループホームひまわり

グループホームはちもり

グループホーム和楽居

グループホームかけはし南館

三川町

朝日区域

温海区域
グループホームねずがせき

グループホームのんき

あっとホームのんき

グループホームかたくり荘

認知症対応型共同生活介護

◇料金のめやす（１日につき）

【要支援２】 認知症の高齢者が、家庭的な雰囲気の中で共同生活を送りながら、日常生活の介護や機能
                 訓練を受けます。（要支援１の方は利用できません。）

（７，６９０円～８，７４０円＋特別な介助費用）＋食費＋滞在費＋日常生活費等

【要介護１～５】 認知症の高齢者が、家庭的な雰囲気の中で共同生活を送りながら、日常生活の介護や
　　　　　　　　　　　　　　機能訓練を受けます。

グループホームはもれび

事業所名

　※利用者負担は原則としてサービス費用の１～３割です。これに各種加算があります。
　　　また、施設や要介護度、利用サービスによって、費用の違いがあります。

◇料金のめやす（１日につき）

（７，２７０円～７，６１０円＋特別な介助費用）＋食費＋滞在費＋日常生活費等

コミュニティママ家

グループホームなな草

グループホームはぐろの里

櫛引区域

グループホーム　こもれび

グループホームひだまりの家

ニチイケアセンターこまぎはら

グループホームなでしこ

羽黒区域

グループホームふじの花荘

鶴岡区域
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６８－１０８８ 三川町大字青山字筬元２２－１グループホームみかわ
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地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護
/介護予防小規模多機能型居宅介護

要支援１ ３４,５００円 要支援２ ６９,７２０円

電話番号
市外局番０２３５

３３－８１０７ 鶴岡市陽光町９－２０

２６－８３５５ 鶴岡市宝田二丁目７－２９

２４－２１２１

７６－３７８０

６４－１１６２

６４－１３０３

23－0557

５７－４８９８

４８－４６１１ 鶴岡市鼠ヶ関字横路９－３

３３－８７５５

『小規模多機能型居宅介護イメージ』

小規模多機能型居宅介護事業所 多機能さくら鶴岡

多機能かも

清流苑 鶴岡市五十川字山之脇１８３－２

ケアホームなずな 鶴岡市神明町１５－１５

多機能ねずがせき

温海区域

小規模多機能施設くしびき

櫛引区域

鶴岡市加茂字加茂１４６

ケアホームなな草

鶴岡市上山添字神明前４２－４

【要介護１～５】 通いを中心に、訪問や泊まりのサービスを組み合わせて利用します。

◇料金のめやす（１月につき）

【要支援１・２】 通いを中心に、介護予防を目的とした訪問や泊まりのサービスを組み合わせて利用します。

１０４，５８０円 ～ ２７２，０９０円

多機能ゆのはま 鶴岡市湯野浜一丁目１９－２８

鶴岡市西新斎町３－１０

◇料金のめやす（１月につき）

事業所名

鶴岡区域

所在地

小規模多機能型居宅介護事業所　健楽園つどい

鶴岡市外内島字石名田８２－２３

永寿荘多機能ホーム宝田

　※利用者負担は原則としてサービス費用の１～３割です。これに各種加算があります。
　　 　この他、実費負担として宿泊費用・食費、おむつ代等があります。

基本的な考え方：利用者はサービスを受ける前に事業所へ登録手続きを行うことにより、

以下のように１つの事業所から「通い」を中心として、様態や希望によ
り随時、「訪問」や「泊まり」を組み合わせたサービス提供を受けること
ができる。

【利用者の自宅】

≪在 宅 生 活 継 続 の 支 援

「訪問」ステーション

デイルーム

宿泊室

小規模多機能型居宅介護事業所

様態や希望により、
「訪問」サービスの提供

「通い」サービスを中心とした利用 様態や希望により、
「泊まり」サービス利用
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地域密着型サービス

地域密着型通所介護（デイサービス）
　/通所型サービス（介護予防・日常生活支援総合事業）

事業対象者、要支援１　（１月につき４回まで）

事業対象者、要支援２　（１月につき８回まで）

事業対象者、要支援１　（１月につき４回まで）

事業対象者、要支援２　（１月につき８回まで）

２３－６０６０ 鶴岡市文園町１１－３

２３－８５７６ 鶴岡市伊勢原町１６－１６

６４－８９０２ 鶴岡市鳥居町２３－２

２５－８３３５ 鶴岡市北茅原町5-54

２５－２９４３ 鶴岡市日出一丁目７－７

６４－0117 鶴岡市鳥居町２2－２0

２６－０１２０ 鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰４２－１

２９－１０２５ 鶴岡市羽黒町細谷字北田１２８－１

２９－１０２５ 鶴岡市羽黒町細谷字北田１２８－１

３,５８０円

　※利用者負担は原則としてサービス費用の１～３割です。これに各種加算があります。
　　  また、施設や利用時間、利用サービスなどによって費用の違いがあります。
　※この他、実費負担として食事代、おむつ代などがあります。

　

◇従前相当（１日５時間程度）利用者負担のめやす（１回につき）

４,３６０円

４,４７０円

◇サービスＡ（１回２時間程度）利用者負担のめやす（１回につき）

３,４９０円

◇料金のめやす（１回につき）

利用時間　６～７時間の場合 ６，７８０円 ～ １１，７２０円

【要介護１～５】 定員１８人以下のデイサービスセンター等に通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、
　　　　　　　　　　　　　　レクリエーション等のサービスを利用します。

【事業対象者、要支援１・２】 デイサービスセンター等に通い、介護予防を目的とした食事、入浴の提供や、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日常動作訓練、レクリエーション等のサービスを利用します。

鶴岡区域

事業所名 電話番号
市外局番０２３５

所在地

障害者支援オフィス「ひので」（共生型）

メディカルデイサービスビビ

療養通所介護のぞみの家

リハビリステーション・アズリー

ハビビ伊勢原

瑞穂の郷　デイサービスセンター東館

瑞穂の郷　デイサービスセンター西館

アズリー・リハトレ

デイホームはぐろの里

羽黒区域
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その他のサービス

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与

◇貸与対象品目

電話番号
市外局番０２３５

所在地

２５－９９８０ 鶴岡市双葉町１３－４５

２９－０１６８ 鶴岡市文下字仲田３－３

２４－３３３３ 鶴岡市美咲町３２－７

２２－１００９ 鶴岡市遠賀原字稲荷４１－２

２５－４３４５ 鶴岡市青龍寺字村下３４－１

２９－４１５１ 鶴岡市布目字宮田１５５－１

３３－８１６５ 鶴岡市長沼字宮前２３－１

６８－１202 三川町押切新田字前川原２６２

26－1239 三川町青山字外川原２３４－１

コープ福祉用具サービス

(株）齋藤商会

三川町
庄内たがわ農業協同組合

鶴岡市農業協同組合福祉サービス

合同会社メディカルサポート山形ＭＥセンター

（有）福祉用品やまがた鶴岡営業所

ダスキンヘルスレント山形庄内ステーション

（株）タマツ　鶴岡店

（株）トーク

藤島区域

車いすやベッドなど福祉用具の貸与が受けられます。

◇料金のめやす

事業所名

鶴岡区域

車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品（マットレスなど）、
床ずれ防止用具（エアーマットなど）、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、
認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置

　《要支援１・２及び要介護1の人　⇒　原則として以下は保険給付の対象となりません》
　　 車いす（付属品含む）、特殊寝台（付属品含む）、床ずれ防止用具、体位変換器、
　　 認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト及び自動排泄処理装置
　　 ※自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸収する機能のものを除く。）については、
　　　　要介護２及び３の人も原則として保険給付の対象となりません。

実際に貸与に要した費用の介護保険負担割合証に記載の割合（１～３割）に応じた額
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○スロープ

○歩行器

○歩行補助つえ

支給限度基準額

該当要件

申請に必要なもの

申請先

電話番号
市外局番０２３５

所在地

鶴岡区域
２５－９９８０ 鶴岡市双葉町１３－４５

２９－０１６８ 鶴岡市文下字仲田３－３

２４－３３３３ 鶴岡市美咲町３２－７

２２－１００９ 鶴岡市遠賀原字稲荷４１－２

２５－４３４５ 鶴岡市青龍寺字村下３４－１

２９－４１５１ 鶴岡市布目字宮田１５５－１

３３－８１６５ 鶴岡市長沼字宮前２３－１

６８－１202 三川町押切新田字前川原２６２

26－1239 三川町青山字外川原２３４－１

市役所　本所長寿介護課、各庁舎市民福祉課

合同会社メディカルサポート山形ＭＥセンター

ダスキンヘルスレント山形庄内ステーション

コープ福祉用具サービス

（株）トーク

三川町

藤島区域
庄内たがわ農業協同組合

事業所名

鶴岡市農業協同組合福祉サービス

(株）齋藤商会

（株）タマツ　鶴岡店

（有）福祉用品やまがた鶴岡営業所

　　　　※一部貸与との選択制対象です

福祉用具購入費支給申請書、領収書、購入した福祉用具のパンフレット（写し
でも可）、介護保険被保険者証、通帳。

特定福祉用具購入費/介護予防特定福祉用具購入費の支給

【要介護１～５】　入浴や排泄に使われる福祉用具を購入した場合に支給されます。

【要支援１・ ２】　介護予防を目的とした入浴や排泄に使われる福祉用具を購入した場合に支給
　　　　　　　　　　　　　　 されます。

○入浴補助用具

　※　一度全額を支払い、申請により支給限度額の範囲内で費用の９割、８割又は７割が払い
       戻しされます。　領収書が必要です。

 都道府県の指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されませんので
ご注意ください

○腰掛便座
　　（工事を伴う便器の取り替えは、「住宅改修費の支給」の対象となります。）

○自動排泄処理装置の交換可能部品

購入した日に要介護等認定を受けていて、在宅の方。福祉用具が必要な理由
があること。※事業所にいる「福祉用具専門相談員」に必ずアドバイスを受けま
しょう。

給付対象品目 ○簡易浴槽

１年間（４月～翌３月）に１０万円まで（最高支給額は１０万円の９割、８割又は７割）

○移動用リフトのつり具の部分
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住宅改修費の支給/介護予防住宅改修費の支給

○手すりの取付け

○段差の解消

○滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

○引き戸等への扉の取り替え

○洋式便器等への便器の取替え

○その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる改修

支給限度基準額
１人１住宅について２０万円まで
　（最高支給額は２０万円の９割、８割又は７割）

該当要件
着工した日以前に要介護等認定を受け、在宅で生活している方で、ケア
プランを作成した介護支援専門員等が必要性を認めること。

申請先 市役所　本所長寿介護課、各庁舎市民福祉課

利用者負担 対象となる工事に要した費用総額の１割、２割または３割

手続きの流れ

ケアマネジャーなどに相談

施工事業者の選択・見積もり依頼

鶴岡市へ事前に申請

工事実施・完了/支払い（全額）

鶴岡市へ領収書などの提出

住宅改修の検討・申請から工事までの流れ（償還払いの場合）

※事前申請後工事事業者に利用者負担額を支払い、
　 介護保険から給付される分を市から工事事業者に支払う「受領委任払い」という
　 方法もありますので、ご相談ください。

　手すりの取付けや段差の解消など、小規模な住宅改修に対して改修費が支給されます。
　改修前に介護支援専門員（ケアマネジャー）にご相談ください。

　一度全額を支払い、申請により支給限度額の範囲内で費用の９割、８割又は７割が
　払い戻しされます。領収書や事前の相談が必要です。

給付対象品目

住宅改修費の支給（費用の９
割、８割または７割）

○居宅介護（介護予防）住宅改修工事完了報告書

○領収証(被保険者本人名義のもの)

○工事内訳書(工事施行業者が記入)

○撮影年月日が入っている改修後の写真

○通帳

○居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

○ケアマネジャー等の理由書(住宅改修が必要な理由書)

○改修予定の状態が確認できるもの（撮影年月日が入っている改修前の写
真）
○工事見積書(工事施行業者が記入)
○承諾書(所有者が記入)※所有者が被保険者本人のみの場合は不要

申請（事前審査時）に必要な書類

工事完了後（事前審査承認後）に必要な書類

20/24



高額介護サービス費

利用者負担上限額
（１ヶ月あたり）

世帯　１４０，１００円

世帯　　９３，０００円

世帯　　４４，４００円

世帯　　４４，４００円

世帯　　２４，６００円

前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の
合計が８０万円以下の方

世帯　　２４，６００円
個人　　１５，０００円

個人　　１５，０００円

○手続き

○申請先 市役所　本所長寿介護課、各庁舎市民福祉課

介護サービス利用者負担の軽減
◇生計困難な方の利用者負担軽減

○軽減対象サービス
・訪問介護（ホームヘルプ）
・訪問入浴介護
・通所介護（デイケアは含まない）
・短期入所生活介護（短期入所療養介護は含まない）
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・特別養護老人ホーム

○申請に必要なもの　　加入している医療保険の保険証、年金の支給決定通知書、

 　　　　　　　　　　　　 　生計をともにする方全員の通帳等　　その他

○申請先　　市役所　本所長寿介護課、各庁舎市民福祉課

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方

生活保護を受給している方

※　対象となる費用は、介護サービス費の１割、２割又は３割負担分です。
　　　居住費、食費、日常生活費等は対象となりません。

該当する方には、「高額介護サービス費の支給申請のお知らせ」が届きます。
申請は初回のみ必要です。
その後に支給される分については改めて申請する必要はありません。

　 生計困難な方が下記の在宅サービス（軽減事業実施事業所が提供するサービスのみ）を
　 利用した場合、利用者負担の４分の１（２５％）が軽減されます。申請により「軽減確認証」
　 の交付を受け、サービスを受けるときに事前に確認証を事業者に提示します。

世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方

〇サービスを利用して支払った自己負担額が利用者負担上限額を超えた場合は、
　 申請を行うと高額介護サービス費として後から支給されます。

区　　　分

課税所得690万円（年収約1,160万円）以上の65歳以上の方がいる
世帯の方

課税所得380万円（年収約770万円）以上課税所得690万円（年収
約1,160万円）未満の65歳以上の方がいる世帯の方

課税所得380万円（年収約770万円）未満の65歳以上の方がいる世
帯の方
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介護老人福祉施設

（特別養護老人ホーム）

事業所名 電話番号
市外局番０２３５

鶴岡区域
永寿荘 ２５－６１１１ 鶴岡市茅原町２８－１０

池幸園 ２５－２８８１ 鶴岡市美原町４－４０

かけはし ２５－１１３１ 鶴岡市民田字代家田９９－１

しおん荘 ７６－３７３５ 鶴岡市湯野浜一丁目１７－３５

思恩 26-7610 鶴岡市馬町字枇杷川原２３

おおやま ３８－０２５０ 鶴岡市大山三丁目３４－１

めぐみの郷しらやま ６４－１１７１ 鶴岡市白山字西木村１０１－１

サテライト池幸園 ３３－８１０６ 鶴岡市陽光町９－２０

ともえ ３５－０９００ 鶴岡市北茅原町１７－１

藤島区域
ふじの花荘 ６４－５８８０ 鶴岡市藤の花一丁目１８－１

※原則要介護３～５と認定された方が利用できます。

所在地

（１日につき ７，１２０円～１０，１５０円＋特別な介助費用）＋食費＋滞在費＋日常生活費等

　常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所し、日常生活に必要な介護、機能訓練等のサービス
が利用できる施設です。

◇料金のめやす（１日につき）

　※利用者負担は原則としてサービス費用の１～３割です。これに各種加算があります。
　　　また、施設や要介護度、利用サービスによって費用の違いがあります。

○食費及び居住費を軽減する制度　－　介護保険負担限度額認定
　　・施設サービス（ショートステイを含む）を利用する場合、利用者負担額（１割、２割又は３割負担）と
　　　合わせて、食費及び居住費を負担する必要があります。
　　・この軽減制度は、世帯員全員が市民税非課税であること、世帯分離している場合も含めて配偶者
　　　が市民税非課税であること、本人と配偶者の預貯金の合計額が下表の「預貯金等の資産状況」
　　　に当てはまる場合、利用者の所得に応じて、下表の自己負担の限度額（利用者負担区分）を設け、
　　　施設との契約で決められている食費及び居住費の額から限度額を差し引いた額を、介護保険から
　　　支給するものです。
　　・「介護保険負担限度額認定申請」を行い、認定後に食費及び居住費の軽減を受けることができます。
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介護老人福祉施設 （つづき）

（特別養護老人ホーム）

事業所名 電話番号
市外局番０２３５

羽黒区域
かみじ荘 ６２－２２３３ 鶴岡市羽黒町手向字薬師沢１９８－３

かみじ荘（ユニット型） ６２－２２３３ 鶴岡市羽黒町手向字薬師沢１９８－３

櫛引区域
桃寿荘 ５７－３２２２ 鶴岡市たらのき代字桃平１２３

桃寿荘（ユニット型） ５７－３２２２ 鶴岡市たらのき代字桃平１２３

朝日区域
かたくり荘 ５３－２３００ 鶴岡市熊出字東村１５７－２

かたくり荘（ユニット型） ５３－２３００ 鶴岡市熊出字東村１５７－２

ぶなの杜 ５８－１５３５ 鶴岡市熊出字東村１５２－１

温海区域
温寿荘 ４３－２３５１ 鶴岡市槙代丁５３－１

その他
なの花荘 ０２３５－６６－４８３１ 三川町大字横山字堤１８９－２

ユニット型なの花荘 ０２３５－６６－４８３１ 三川町大字横山字堤１８９－２

かたばみ荘 ０２３４－３５－１４５１

さくらホーム広野 ０２３４－９１－１２３３

サン・シティ ０２３４－２６－７７８８

芙蓉荘 ０２３４－３１－２５２５

ライフケア黒森 ０２３４－９２－３３５５

幸楽荘 ０２３４－６４－３７１１

さくらホーム ０２３４－６２－２９４１

寿康園 ０２３４－５２－３４１３

山水園 ０２３４－５６－３５２２

ソラーナ ０２３４－４４－２０１１

松涛荘 ０２３４－７６－２１０３

ゆうすい ０２３４－７１－２１３３

ゆり花園 ０２５４－７７－２４７５ 新潟県村上市勝木８６２－１０

庄内町狩川字笠山４３３－３

酒田市北千日堂前松境１８－１

酒田市小泉字前田５０

所在地

遊佐町大字遊佐町字木ノ下２

遊佐町大字菅里字菅野南山７－１

酒田市曙町二丁目２６－１

庄内町南野北野１００－２

酒田市黒森字葭葉山５４－１０

酒田市広野字末広１０２－１

酒田市宮野浦三丁目２０－１

酒田市中牧田字丸福１７１

酒田市楢橋字大柳３－１

介護サービス相談員派遣事業について

介護サービスに関する利用者からの苦情は、市や山形県国民健康保険団体連合会が

受け付けしていますが、あくまでも事後的な対応が主となります。

そこで、利用者の日常的な不満、疑問などを受け付け、問題の発見や提起、解決策の提

案などを通じて、苦情が発生するようなことを未然に防ぐために「介護サービス相談員派

遣事業」があります。

現在、本市では、養成研修を受講し、市に登録された9名の相談員が市内のグループ

ホーム、デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護事業所等を訪問し、直接利用

者の声を聞くなどし、各種サービスの実施状況の把握や苦情の未然防止等にあたってい
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介護老人保健施設

事業所名 電話番号
市外局番０２３５

所在地

鶴岡区域
ケアホームみやはら ２８－２０６１ 鶴岡市三和町１－５３

せせらぎ ２８－２１６０ 鶴岡市文園町９－３４

サテライト老健のぞみ ２４－７７２４ 鶴岡市日枝字小真木原１１６－８

のぞみの園 ２５－８２５５ 鶴岡市茅原町２６－２３

サテライト老健ちわら ２５－５０００ 鶴岡市北茅原町５－１０

かけはし ２５－１１３１ 鶴岡市民田字代家田１００－１

羽黒区域
みずばしょう ７８－０９５１ 鶴岡市羽黒町後田字谷地田１９１－４

その他
ほのか ６８－００２０ 三川町大字押切新田字深田1

ひだまり ０２３４－２５－６３５６ 酒田市中町三丁目５－２３

明日葉 ０２３４－２２－３８８５ 酒田市曙町二丁目１８－６

うらら ０２３４－２８－３１３１ 酒田市本楯字前田１２７－２

シェ・モア ０２３４－２２－１４００ 酒田市緑町１３－３７

徳田山 ０２３４－６１－４０４０ 酒田市相沢字道脇７

余目徳洲苑 ０２３４－４３－２４７７ 庄内町松陽１－１－６

あかね ０２３４－５１－１１００ 庄内町添津字家の下９７

優和の里 ０２５４－６０－５０００ 新潟県村上市勝木１３４０－１

○食費及び居住費を軽減する制度　－　介護保険負担限度額認定
　　・施設サービス（ショートステイを含む）を利用する場合、利用者負担額（１割、２割又は３割負担）と
　　　合わせて、食費及び居住費を負担する必要があります。
　　・この軽減制度は、世帯員全員が市民税非課税であること、世帯分離している場合も含めて配偶者
　　　が市民税非課税であること、本人と配偶者の預貯金の合計額が下表の「預貯金等の資産状況」
　　　に当てはまる場合、利用者の所得に応じて、下表の自己負担の限度額（利用者負担区分）を設け、
　　　施設との契約で決められている食費及び居住費の額から限度額を差し引いた額を、介護保険から
　　　支給するものです。
　　・「介護保険負担限度額認定申請」を行い、認定後に食費及び居住費の軽減を受けることができます。

【要介護１～５】と認定された方が利用できます。

　※利用者負担は原則としてサービス費用の１～３割です。これに各種加算があります。
　　　また、施設や介護度、利用サービスによって費用の違いがあります。

（１日につき ７，１４０円～１２，５２０円＋特別な介助費用）＋食費＋滞在費＋日常生活費等

◇利用者負担のめやす（１日につき）

　病状が安定している方が入所し、在宅での生活への復帰を目指して看護や介護、リハビリを中心とした
サ－ビスが利用できる施設です。
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